
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 4 6 2

件 名 等 南相馬市地番図現況データ更新業務委託

契 履行場所 南相馬市　総務部　税務課内

種 類 業務委託
約

　本委託は、固定資産の課税客体（土地）を的確かつ効率的に把握し、公平・適正な課税を期するため、課税業

務の基礎資料となる地番図データの更新を行うことを目的とする。
内

概 要
容

株式会社パスコ　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　小島　真紀

方 福島県　福島市　栄町６番６号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、現在運用している固定資産土地評価・地理情報システムの構築業者であり、現況データの更新は

システム構築業者以外行うことができないため、当該業者との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 4 6 4

件 名 等 原町斎場火葬炉修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 業務委託
約

斎場内設備の適正かつ品位が保たれる維持管理を目的として、火葬炉及び付帯設備の補修を行うもの。

　１号炉修繕①バーナコンバスター交換（フレームコーン含む）
内

　２号炉修繕①台車ブロック打替②主燃炉セラミック全面張替及び天井アーチ補修③再燃炉耐火物補修

　　　　　　④バーナコンバスター交換（フレームコーン含む）
概 要

　３号炉修繕①台車ブロック打替②主燃炉セラミック全面張替及び天井アーチ補修③再燃炉耐火物補修容
　４号炉修繕①主燃炉セラミック全面張替及び天井アーチ補修

株式会社宮本工業所
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　宮本　芳樹

方 富山県　富山市　奥田新町１２番３号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、既存設備の維持補修修繕であり、他社では部品の調達や交換修繕が困難であること、また既存設備

との互換性を要することから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号により当該業者との随意契約とする

。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 5 0 0

件 名 等 公共施設蓄電池システム点検業務委託（南相馬市役所外７施設）

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目２７番地　外

種 類 業務委託
約

公共施設蓄電池設備の点検業務（８施設　９台分）

　南相馬市役所、小高小学校、八沢小学校、高平小学校、
内

　大甕小学校、太田小学校、石神第二小学校、原町第三小学校

点検概要
概 要

　異常個所の確認、電圧確認、停電時の非常電源切替の確認、履歴の収集　等容

東芝電材マーケティング株式会社　宮城支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　石黒　峰穂

方 宮城県　仙台市太白区　南大野田２８－１７
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本蓄電システムについては、東芝製の設備であり、その点検業務には製造元である当該業者以外では点検業務

を行うことができない専門的な作業項目が含まれているため、上記事業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 5 1 9

件 名 等 ワールドロボットサミット機運醸成事業業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区萱浜字新赤沼８３番　南相馬市復興工業団地内

種 類 業務委託
約

令和３年度に福島ロボットテストフィールドを会場に開催される、ワールドロボットサミット２０２０福島大会

の盛り上げ等に向け、子どもや大人も楽しめるイベント等を実施することで、本大会に関する市内の機運醸成を
内

図るとともに市民のロボット等技術に対する社会的受容性の向上を図るもの。

概 要
容

株式会社東日本朝日広告社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　菅原　勝朗

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目２番６号朝日新聞仙台ビル７階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、ワールドロボットサミット２０２０福島大会の開催にあたって、市内の機運醸成を図ることを目的

として実施するものであり、各イベントを実施するにあたっては、イベント運営に関して豊富な専門知識や企画

力、適切な業務執行能力を有する事業者を選定する必要がある。
随

　これらを踏まえ、画一的な仕様書に基づく価格の比較のみではなく、各事業者からの企画提案の内容等を評価

して選定するプロポーザル方式を採用し実施した。意
　ワールドロボットサミット機運醸成事業プロポーザル審査委員会において、事業者の企画提案書及びプレゼン

テーション・ヒアリングを総合的に審査した結果、上記事業者が事業の候補事業者に選定されたため、当該事業契
者と随意契約するものである。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部商工労政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 5 2 9

件 名 等 南相馬市光ケーブル支障移転業務委託（鹿島区浮田字一丁目81）

契 履行場所 鹿島区浮田字一丁目81

種 類 業務委託
約

ＮＴＴの電柱の撤去、移転に伴い、そこに共架している光ファイバケーブルについて移架する必要が生じたこと

により、支障移転業務を委託するもの。
内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　山貫　昭子

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

イントラネット光ファイバケーブルの支障移転業務を行うためには、行政情報システムや住民情報システムとい

った業務に影響を及ぼさないようイントラネット保守業務と一体として行う必要がある。

このことから保守業務委託契約の締結業者である上記業者でしか支障移転業務を行えないため、上記業者と随意
随

契約を行うものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 5 3 7

件 名 等 浦尻貝塚史跡公園貝層展示施設等展示設計業務委託

契 履行場所 小高区浦尻字台ノ前地内外

種 類 業務委託
約

浦尻貝塚史跡公園における貝層展示施設展示設計ならびに史跡内展示物の展示設計を作成する。

　貝層展示施設展示室　Ａ＝１００㎡
内

　史跡展示物　１基

概 要
容

株式会社スタジオ三十三
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　井上　喜代志

方 京都府　京都市　伏見区竹田松林町１１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　浦尻貝塚の貝層展示施設に用いる展示手法は、有識者からなる浦尻貝塚整備検討委員会において、貝層をポリ

エステル樹脂並びにシリコン型を用いて、立体的に剥ぎ取る方法とした。

　ついては当該手法を用いた展示設計を行うにあたり、当該手法に特許をもち、当該手法を実施することができ
随

るのは上記１社であるため、随意契約するものとしたい。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 5 4 7

件 名 等 南相馬市原町区地下水採取可能性検討業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区三島町

種 類 業務委託
約

　令和元年３月～７月にかけて異常渇水等の影響で横川ダムの貯水率が低下し、工業用水利用において自主規制

が必要となる状況が生じることとなったことから、渇水に対する対応策の検討が求められている。
内

　本業務は、「工業用水法による指定区域における地下水採取の可能性」を今後本格的に検討するのに先立ち、

現状利用可能な資料や他地域における実態等の調査を行い、その実現性を事前検討するため、業務を委託するも
概 要

の。容

日本工営株式会社　福島事務所
名 称

相

手 代 表 者 所長　中條　智

方 福島県　福島市　本町５－８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、全国的にも実施例がほとんどなく、実施できる業者が限られる特殊な業務であることから、工業用

水法第５条第２項の許可権者である福島県との協議により、類似業務の実績を有する当該業者についての業者選

定に至ったところである。このことから、本市の入札参加登録があり確実な履行が見込める当該業者と随意契約
随

とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 5 5 7

件 名 等 食品等放射能簡易分析装置保守点検業務委託（CAN-OSP-NAI）

契 履行場所 原町生涯学習センター　外

種 類 業務委託
約

食に対する安全安心の確保を図るため、放射能簡易分析装置１０台を市内各施設に配置し、自家消費野菜等の検

査を行っている。分析装置は放射能測定の正確性を確保するため、年に一回の保守点検を行う必要があり、この
内

業務を委託する。

概 要
容

宝化成機器株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　井上　昭二

方 福島県　郡山市　喜久田町卸一丁目６２番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本市に設置してある分析装置のうち、「ＣＡＮ－ＯＳＰ－ＮＡＩ」１０台については上記事業者が納入者であり

、分析装置の保守点検は上記事業者しか行えないことから、上記事業者と随意契約を締結するものである。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 5 6 0

件 名 等 食品等放射能簡易分析装置保守点検業務委託（FD-08Cs1000-1-50）

契 履行場所 原町生涯学習センター　外

種 類 業務委託
約

食に対する安全安心の確保を図るため、福島県から貸与された放射能簡易分析装置８台を原町生涯学習センター

等に配置し、自家消費野菜等の検査を行っている。分析装置は放射能測定の正確性を確保するため、年に一回の
内

保守点検を行う必要があり、この業務を委託する。

概 要
容

株式会社東栄科学産業　郡山営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　橋本　富美男

方 福島県　郡山市　富久山町福原字陣場１９４－７
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本市に設置してある分析装置のうち、「FD-08Cs1000-1-50」８台については上記事業者が納入者であり、分析装

置の保守点検は上記事業者しか行えないことから、上記事業者と随意契約を締結するものである。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 5 6 8

件 名 等 南相馬市企業立地サポート事業業務委託

契 履行場所 経済部商工労政課

種 類 業務委託
約

　南相馬市への企業誘致活動を効果的に展開するために、国内企業の立地計画等の情報収集や企業訪問活動のほ

か、工業団地のＰＲ等を実施するものである。
内

概 要
容

一般財団法人日本立地センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　鈴木　孝男

方 東京都　千代田区　神田駿河台一丁目８番地１１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　一般財団法人日本立地センターは、本市の企業誘致に関する事業推進のため、平成２５年度は「工場等の生産

・立地動向調査」、平成２６年度は「地域企業等の現況把握、国及び県、市の復興計画を踏まえた産業振興策の

現況把握による産業振興及び企業誘致戦略の検討」、平成２７年度からは「企業立地サポート業務」を継続的に
随

委託している。

　本業務は、企業誘致の経験及び多くの企業情報の蓄積が必要なことから、企業アンケート実績や企業訪問実績意
があり、経験と情報を有し企業誘致の指導的機関である当該事業者と随意契約するものである。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部商工労政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 5 7 6

件 名 等 固定資産土地評価替業務委託

契 履行場所 南相馬市　総務部　税務課内

種 類 業務委託
約

　本委託は、令和３年度固定資産評価替えに向け、用途地区、状況類似地域界、標準宅地、路線価（価格形成要

因）から、路線価格差率を求めるとともに、評価替え後の新たな路線価を公開するため、公開用路線価図を作成
内

することを目的とする。

概 要
容

株式会社パスコ　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　小島　真紀

方 福島県　福島市　栄町６番６号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、現在運用している固定資産土地評価・地理情報システムの構築業者であり、当該業務はシステム

の更新業務及びシステムと連動させ、路線価図の作成にあたるため、当該業者でなければ業務を履行できないこ

とから、当該業者との随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 5 8 5

件 名 等 食品等放射能簡易分析装置保守点検業務委託（学校教育課分）

契 履行場所 学校給食センター、原町一小、石神二小、小高小、原町一中

種 類 業務委託
約

　学校給食に対する安全安心の確保を図るため、放射能簡易分析装置１０台を学校給食センター、原町第一小学

校、石神第二小学校、小高小学校、原町第一中学校に配置し、給食食材等の検査を行っている。分析装置は放射
内

能測定の正確性を確保するため、年に一回の保守点検を行う必要があり、この業務を委託する。

概 要
容

宝化成機器株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　井上　昭二

方 福島県　郡山市　喜久田町卸一丁目６２番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本市学校給食センター及び市内小中学校に設置してある分析装置「ＣＡＮ－ＯＳＰ－ＮＡＩ」１０台については

当該事業者が納入者であり、分析装置の保守点検は当該事業者しか行えないことから、随意契約を締結するもの

である。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局学校教育課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 5 9 7

件 名 等 南相馬市超高速インターネット光ケーブル支障移転業務委託（鹿島区北屋形字舘ノ腰地内
外）

契 履行場所 南相馬市鹿島区北屋形字舘ノ腰地内外

種 類 業務委託
約

ＮＴＴの電柱の撤去、移転に伴い、そこに共架している光ファイバケーブルについて移架する必要が生じたこと

により、支障移転業務を委託するもの。
内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　山貫　昭子

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ファイバケーブルの移設については、光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約の規定に基づき、当該業者が実施

することとなっていることから、当該業者と随意契約とするものである。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 6 0 9

件 名 等 防災行政無線システム　ＵＰＳバッテリー交換業務委託

契 履行場所 危機管理課

種 類 業務委託
約

　防災行政無線システムに装備されているＵＰＳバッテリー（非常電源装置）のうち、想定使用年数を越えたも

のについて、非常時でもシステムを正確に運用できるよう交換が必要であることから、屋外子局４３局（１局に
内

つき２個）、半固定局１０局、携帯局１２台（１台につき２個）のＵＰＳバッテリー交換を行うもの。

概 要
容

日本電気株式会社　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　江沼　和美

方 福島県　福島市　本町５番５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、本市の防災行政無線システムの機器及びシステムを構築した施工業者であり、機器の交換作業を

適切に行える唯一の業者であることから、随意契約を行うもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 6 2 5

件 名 等 南相馬市防災備蓄倉庫　電動式移動棚保守点検業務委託

契 履行場所 南相馬市防災備蓄倉庫

種 類 業務委託
約

　南相馬市防災備蓄倉庫内に設置されている電動式移動棚の保守点検業務

内
　６連複式主列稼働棚ほか　計７台

概 要
容

株式会社ＩＨＩ物流産業システム
名 称

相

手 代 表 者 取締役サービス本部長　中森　朋章

方 東京都　江東区　豊洲３丁目１番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、本市防災備蓄倉庫の電動式移動棚を製造・設置した業者であり、機器の構成等を熟知しているこ

とから、適切な保守点検業務を行うことが可能な唯一の業者であるため。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 6 4 0

件 名 等 南相馬市イントラネット光ケーブルルート変更業務委託（原町区小木迫地内）

契 履行場所 南相馬市原町区小木迫地内

種 類 業務委託
約

イントラネット用光ケーブルについて、南相馬市原町区小木迫地内にて現行自営柱でのルートでは倒木による損

傷の恐れがあることから、東北電力柱への移設を行うものである。
内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　山貫　昭子

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

イントラネット光ファイバケーブルの支障移転業務を行うためには、庁内システムに影響を及ぼさないよう、イ

ントラネット保守業務と一体として行う必要がある。

このことから保守業務委託契約の締結業者である上記業者でしか支障移転業務を行えないため、上記業者と随意
随

契約を行うものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 6 6 9

件 名 等 ロボット機器導入支援事業業務委託

契 履行場所 経済部商工労政課

種 類 業務委託
約

新型コロナウイルス感染症により、市内事業者の人材不足、作業工程の効率化への対応等の課題が改めて認識さ

れた。今後、市内事業者の事業展開に際し、こうした課題への対応として、ロボット機器導入による生産性の向
内

上、事業の強靭化等を目指した支援を実施することで、市内経済の活性化を図ることを目的とする。

概 要
容

株式会社ＱＢＩＴ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　中野　浩也

方 東京都　千代田区　平河町１－６－８　平河町貝坂ビル３階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、支援する市内事業者の現場に応じたロボット機器導入の検討・助言・提案等を実施するための豊富

な専門知識や企画力、適切な業務執行能力を有する事業者を選定する必要があり、画一的な仕様書に基づく価格

の比較のみではなく、各事業者からの企画提案の内容等を評価して選定するため、ロボット機器導入支援事業プ
随

ロポーザル審査委員会において、事業者の企画提案書及びプレゼンテーション・ヒアリングを総合的に審査した

結果、上記事業者が事業の候補事業者に選定されたため、当該事業者と随意契約するものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部商工労政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 6 8 6

件 名 等 鷺内遺跡出土遺物保存処理業務委託

契 履行場所 文化財課

種 類 業務委託
約

　特別支援学校建設に伴う発掘調査において出土した鷺内遺跡出土遺物（編組製品）を適切に保存するため、出

土遺物の保存処理を行う
内

　遺物種類・点数　編組製品（縄文時代晩期）　7点

　処理方法　高級アルコール法
概 要

容

株式会社吉田生物研究所
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　吉田　秀男

方 京都府　京都市　山科区厨子奥苗代元町３１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は発掘調査による出土遺物でも、特に希少な有機質遺物の保存処理であるため、同様の遺物の処理に実績

がある高級アルコール法において用いることが必要である。ついては当該業務を高級アルコール法で実施できる

業者は特許をもつ１社であるため、随意契約するものとしたい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 6 9 3

件 名 等 ひとり親世帯への臨時特別給付システム改修業務委託

契 履行場所 南相馬市役所　こども家庭課

種 類 業務委託
約

令和２年５月２７日に閣議決定された国の新型コロナウイルス感染症経済対策において、「ひとり親世帯臨時特

別給付金支給要領」が制定されたことに伴い、臨時特別給付金の支給を行うため、現行のシステムに必要な改修
内

を行うもの。

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　井上　望

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、ひとり親世帯への臨時特別給付システムの設置業者であり、本業務は、当該システムの改修業務

であることから、業務遂行を正確に行うことができる唯一の事業者であるため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　こども未来部こども家庭課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 7 2 2

件 名 等 小高区復興拠点施設イルミネーション装飾業務委託

契 履行場所 小高区復興拠点施設（小高交流センター）

種 類 業務委託
約

「あかりのファンタジーイルミネーションinおだか」開催時の小高交流センターにおけるイルミネーション装飾

業務を委託するもの
内

　イルミネーション点灯期間：令和２年１１月１４日（土）から令和３年１月１１日（月）
概 要

容

太陽工業株式会社　仙台支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　永吉　孝康

方 宮城県　仙台市宮城野区　蒲生２丁目２番２０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、地域の活性化と賑わいの創出を図るとともに、地域内外に「小高区復興拠点施設（小高交流センタ

ー）」をＰＲすることで施設集客力の向上を図ることを目的とし、同施設のイルミネーション装飾にかかる企画

、資材調達、取付・撤去作業を一括して委託するものである。
随

　イルミネーション装飾においては、隣接する建造物とのデザインを統一することで相乗効果により、より多く

の集客を図ることが可能となる。意
　当該業者は、小高観光協会主催『あかりのファンタジーイルミネーションinおだか』のメイン会場であり、交

流センターに隣接する「浮舟ふれあい広場」の装飾業務受託者であることから、装飾企画においてデザインの統契
一性を図ることができるとともに適切な業務の履行ができる唯一の業者であるため随意契約とするもの。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　小高区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 7 2 8

件 名 等 令和２年度広報みなみそうま編集業務委託

契 履行場所 南相馬市役所　ほか

種 類 業務委託
約

広報みなみそうまの編集業務を委託する。

内

概 要
容

株式会社まつざき印刷　原町営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　新開　真紀子

方 南相馬市　原町区上町二丁目７０番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　指名型プロポーザル方式による業者選定において、審査委員会による審査の結果、契約候補事業者として選定

された上記業者と随意契約を締結する。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部秘書課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20200 0 0 7 3 5

件 名 等 ロボット等を核とした産学官連携に関する調査業務委託

契 履行場所 経済部商工労政課

種 類 業務委託
約

　ロボット等を核とした新産業の創出、人材誘導・育成等をより一層推進するため、産学官及び関連施設等との

連携による仕組みづくりが必要と考えるため、その基となる調査を行い福島イノベーション・コースト構想の具
内

現化に資する。

概 要
容

ＰｗＣコンサルティング合同会社
名 称

相

手 代 表 者 代表執行役ＣＥＯ　大竹　伸明

方 東京都　千代田区　丸の内二丁目６番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務については、現在、政府で進めている福島イノベーション・コースト構想を本市において展開させるた

め、「ロボット等を核とした産学官連携に関する調査」を実施するものである。

　上記業者は、令和元年度に福島相双復興官民合同チームから本市に関する調査業務を受託しており、本市の基
随

本的情報や産業構造をはじめとした経済状況などの各種データが蓄積されていることから、本データを活用し短

期間で効率的に業務を遂行することができることが見込まれるため、当該事業者と随意契約をするものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部商工労政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


